
東
北
地
方
出
土
の
木
簡
に
つ
い
て

一
、

は

じ

め

に

昭
和
二
年
、
秋
田
県
仙
北
郡
所
在
の
払
田
柵
跡
の
発
掘
調
査
が
文
部
省
に
よ

っ
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
調
査
の
際
、
担
当
の
上
田
三
平
氏
は
長
森
丘
陵
中
央

の
北
端
の
山
麓
に
位
置
す
る

「
ホ
イ
ド
」
と
称
す
る
井
戸
跡
の
東
部
に
接
す
る

地
域
か
ら
二
個
に
分
離
し
た
木
札
を
発
見
し
た
と
い
う
。
払
田
柵
跡
か
ら
は
、

こ
の
ほ
か
に
、
も
う

一
つ
の
木
札
が
地
元
の
藤
井
東

一
氏
に
よ
っ
て
発
見
、
報

告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
上
田
氏
が
た
だ
墨
書
の
あ

る
木
札
と
し
た
も
の
を
、
藤
井
氏
は
浜
田
耕
作
氏
が
そ
の
著

『
通
論
考
古
学
』

の
中
で
紹
介
し
て
い
る
中
国
敦
埋
附
近
発
見
の
本
簡
と
よ
く
似
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
後
、
昭
和
三
十
六
年
の
平
城
宮

跡
で
の
木
簡
発
見
に
先
立

っ
て
、
滝
川
政
次
郎
氏
は

「
短
冊
考
―
払
田
柵
址
出

土
の
木
札
に
つ
い
て
―
」
令
古
代
学
」
七
十
二
、
昭
和
一一一十
三
年
）
で
、
払
田
柵
跡
出

上
の
木
札
を
、
六
国
史

・
律
令
格
式

・
儀
式
の
書
及
び
王
朝
時
代
の
公
卿
の
日

記
等
に
散
見
し
て
い
る

「
短
冊
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。

滝
川
氏
の
指
摘
は
と
も
か
く
、
地
元
の
藤
井
東

一
氏
が
中
国
出
上
の
木
簡
と
の

平

川

南

類
似
性
を
指
摘
し
た
事
実
も
、
木
簡
研
究
史
上
、
決
し
て
看
過
す
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
木
簡
研
究
は
払
田
柵
跡
出
上
の
木
簡
を
題
材
と
し

て
始
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
東
北
地
方
に
お
い
て
は
、
久
し

く
木
簡
の
出
土
例
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
多
賀
城
跡
の
発
掘
調
査

は
昭
和
四
十
四
年
の
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
の
設
置
に
よ
り
、
以
後
継

続
さ
れ
、
し
だ
い
に
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
近
年
、
東
北
各
地
に
お
い

て
も
、
首
代
の
い
わ
ゆ
る
城
柵

・
宮
衛
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
継
続
的
に
行
な
わ

れ
て
お
り
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
な
い
、
よ

う
や
く
、
木
簡
出
上
の
エ
ュ
ー
ス
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
六
十
六
点
、
秋
田
県
払
田
柵
跡
十

四
点
、
岩
手
県
胆
沢
城
跡
十

一
点
、
同
江
刺
市
落
合
遺
跡
三
点
、
山
形
県
城
輪

柵
跡

一
点
、
同
藤
島
町
平
形
遺
跡

一
点
、
秋
田
県
秋
田
城
跡
十

一
点
、
山
形
県

八
幡
町
堂
の
前
遺
跡
三
点
、
そ
れ
ぞ
れ
出
上
し
て
い
る
。

以
下
、
各
遺
跡
の
木
簡
に
つ
い
て
、
略
述
し
た
い
。

78
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二
、
各
遺
跡
の
本
簡
の
概
要

ω
多
賀
城
跡

出
土
総
点
数
は
六
十
六
点
で
あ
る
が
、
大
部
分
は
削
片
あ
る
い
は
他
の
用
途

に
転
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
木
簡
の
原
形
を
と
ど
め
る
も
の
は
約
十
五
点
ぐ
ら

い
で
あ
る
。
木
簡
の
出
土
状
況
の
特
色
は
、
亦
簡
の
す
べ
て
が
多
賀
城
外
郭
地

域
の
南
部
の
低
湿
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
多
賀
城
跡
は
大
部
分

が
丘
陵
上
に
立
地
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
丘
陵
部
分
か
ら
の
出
土
例
は
な
い
。

第
八

。
二
十
次
の
調
査
の
出
土
地
は
、
外
郭
南
辺
の
築
地
の
ほ
ぼ

中

央

部

分

で
、
築
地

に
よ

っ
て
丘
陵

か
ら
の
谷
水
が
せ
き
と
め
ら
れ
て
で
き
た
池
で
あ

拓
。
こ
こ
は
現
在

「
コ
ウ
ノ
池
」
の
字
名
を
遺
し
て
い
る
。
第
十

一
。
二
十
四

次
調
査
の
出
土
地
は
、
外
郭
東
南
隅
の
低
湿
地
で
、
特
に
二
十
四
次
の
約
六
十

点
の
木
簡
は
、
東
辺
築
地
を
跨
い
で
造
ら
れ
た
建
物
の
上
居
桁
の
整
地
層
か
ら

出
土
し
て
い
る
。

表
　
木
簡
の
出
土
地
点
と
出
土
点
数

第

八

次

調

査

第
十

一
次
調
査

第

二
十
次
調
査

第
二
十
四
次
調
査

調
査
次
数

外
郭
築
地
整
地

「
し
が
ら
み
」
列
北
の
沖
積
地
、
暗

青
灰
色
粘
土
層

外
郭
東
辺
沖
積
地
、
青
自
色
粘
土
層

外
郭
築
地
整
地

「
し
が
ら
み
」
列
北
の
沖
積
地
、
暗

青
灰
色
粘
土
層

Ｓ
Ｂ
２２‐
建
物
跡
土
居
桁
整
地
層
、
青
灰
色
粘
土
層

出

土

遺

構

一一
　

点

一一　
　
点

一　
　
点

六
十

一
点

出
土
点
数

内
容

①

（
四

六

・
五

）
×

全

一
・
〇

）
×

〇

・
五

　

ｏ
岸
ｏ

合
四
種
　
大
佐
良
十
枚
　
　
足
杯
佐
良
十
枚

一＝

一　
　
一十

一

左
半
部
お
よ
び
上
端

・
下
端
が
欠
損
し
て
い
る
。
物
品
の
請
求
文
書
か
。

②

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（一一三

・
３

×
四
生

×
ｏ
・
六

ｏむ

□
□
財
財
在
在
観
観
世
世
世
音
我
我
我
聞
聞
日

∩
き
「
国
大
万
佐
口
回
大
徳
口
□
乍
日
」

下
半
部
欠
損
。
経
文
の
習
書
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
習
書
以
前
の
墨
痕
が
全
体

に
薄
く
残
り
、

一
部
分
の
文
字
が
判
読
で
き
る
。

③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全

四
と
こ
×
全

。
四
）

〇
二
二

息
Φ

二
等
□
中
等

左
半
部
お
よ
び
下
半
部
が
欠
損
。
下
半
部
は
削
平
の
痕
跡
が
あ
り
、
「
中
等
」

以
下
に
文
字
が
存
在
し
た
か
は
不
明
と
し
か
い
え
な
い
。

二
等
考
第
の
例
は
陸
奥
国
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
知
ら
れ
る
。

『続
日
本
紀
』
天
平
元
（七
一一九
）
年
八
月
癸
亥
条

又
陸
奥
鎮
守
兵
及
三
関
兵
士
。
簡
二
定
二
等
一。
具
録
下
進
退
如
法
臨
敵
振
レ
威
。

向
ヨ眉
万
死
一。
不
レ顧
二
生
一之
状
。
井
姓
名
年
紀
居
貫
軍
役
之
年
と。
便
差
ニ

専
使
一。
上
奏
。
（下
略
）

軍
防
令
兵
士
以
上
条

凡
兵
士
以
上
。
皆
造
二歴
名
簿
二
通
一。
並
顕
工征
防
遠
使
処
所
一。
”
注
工
貧

富
上
中
下
三
等
一。
（下
略
）



ま
た
、
国
府
の
宮
人
の
場
合
、
例
え
ば
考
課
令
国
博
士
条
に
よ
れ
ば
、
国
博
士

は
二
等
の
考
第
を
立
て
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
木
簡
が
考
課
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
考
第
の
対
象
が
い
ず
れ
か
は
決
め
が
た
い
の
で
あ
る
。

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
・
〇
≦
予

ｏ
×
一
・
ｏ

ｏ駕

・
武
蔵
国
銹
羅
郡
米
五
斗

〔
乙
正
力
〕

部
領
使
□
□
刑
部
古
□
□

〔
ニ
カ
〕

・
大
同
四
年
十
□
月
口
日
日
日
日
口

上
端
部
右
側
に
の
み
切
り
込
み
と
右
下
部
に
小
穴
が
あ
る
。
裏
面
は
材
が
黒

ず
ん
で
、
墨
痕
と
の
識
別
が
困
難
で
あ
る
が
、
赤
外
線
写
真
に
よ
り
、
上
部
の

年
紀
が
明
瞭
に
判
読
で
き
た
。
潤
葉
樹
。

武
蔵
国
播
羅
郡
か
ら
運
ば
れ
た
米
五
斗
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
律
令
政

府
の
実
施
し
た
東
北
政
策
は
、
陸
奥
国
ば
か
り
で
な
く
、
東
国
と
く
に
坂
東
諸

国
の
多
大
な
負
担
の
上
に
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
文
献
史
料

に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
木
簡
は
ま
さ
に
こ
の
事
実
を
実
証
す
る
も
の
と
い
え

よ
う
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一６

二
一更
二
・
九
×
Ｏ
・
八

ｏ留

・
付
進
上
□
□
□
□
Ｆ

。
急
々
律
令
須
病
人
呑

や
や
凸
レ
ン
ズ
状
の
ふ
く
ら
み
を
も
ち
、
厚
い
と
こ
ろ
で
○

・
八
硼
あ
る
。
下

半
部
が

一
部
欠
損
。
表
面
は
墨
が
ほ
と
ん
ど
消
え
て
、
字
画
が
浮
き
上
っ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。

「
急
々
律
令
」
は
正
式
に
は

「
急
々
如
律
令
」
で
あ
る
。
「
急
々
如
律
令
」
は

我
が
国
で
は
伊
場
木
簡
で
陰
陽
師
の
行
な
う
百
怪
祭
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て

い
循
岸
う
に
、
道
家
の
流
れ
を
く
む
陰
陽
道
の
呪
文
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
見

ら
れ
る
。
多
賀
城
跡
出
上
の

「
急
々
律
令
」
は
時
期
的
に
見
て
、
伊
場
遺
跡
に

次
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
病
を
直
す
た
め
の
呪
文
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
表
は
お
そ
ら
く

「
付
進
上
…
…
」
か
ら
推
し
て
、
病
人
の
た
め
の
薬
物
名

の
よ
う
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
形
態
上
も
下
端
を
削
り
尖
が

ら
せ
て
い
る
の
で
、
内
容
と
考
え
併
わ
せ
、
付
札
の
類
と
み
ら
れ
る
。

（註
）
浜
松
市
遺
跡
調
査
会
『伊
場
遺
跡
出
土
文
字
集
成
』
二
、
昭
和
四
十
八
年

⑥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一三

二
一更

全

一
６

×
ｏ

二

　
ｏ毬

〔
手
歴
名
事
力
〕

ｏ
自
河
団
進
上
射
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
火
長
神

〔
火
長
力
〕

□
守
十
八
人
　
□
□
和
徳
三
衣
　
人
味
人
　
　
・

合
汁
四
人

。

日

回

〔成
力
〕

大
生
部
乙
虫
　
□
□
部
鳴
□
　
丈
部
力
男

〔
阿
倍
力
〕

□
□
日
　
□
　
日
日
日
日
□
　
大
伴
部
建
良

こ
れ
は
土
居
桁
内
の
整
地
層
に
散
在
し
た
十
点
を
接
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

上

・
下
両
端
は
完
形
だ
が
、
ほ
ぼ
均
等
に
縦
割
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
転
用
ま

た
は
廃
棄
の
際
の

一
方
法
か
と
思
わ
れ
る
。
両
側
面
は
欠
損
し

て
お

り
、
本

来
、
か
な
り
幅
広
い
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
手
力
〕

表
は
自
河
団
か
ら
進
上
し
た
射
□
の
総
数
と
お
そ
ら
く
そ
の
内
訳
が
記
さ

れ
、
ま
た
職
名
を
伴
な
う
責
任
者
と
思
わ
れ
る
二
名
が
見
え
る
。
裏
は
進
上
さ
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（手
力
〕

れ
た
射
□
の
歴
名
で
あ
る
。
自
河
団
は

『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
（七
二
八
）
年
四

月
丁
丑
条

に

「
陸
奥
国
請
下
新
置
工
自
河
団
一。
又
改
二
丹
取
軍
団
一為
中
玉
作
軍

団
上
。
並
許
レ
之
。
」
と
見
え
、
そ
の
設
置
年
代
が
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
時

期
は
下
る
が
、
『
左
経
記
』
長
元
七

（
一
Ｑ
一西
）
年
十
二
月
十
五
日
の
記
事

の

中
に

「
綱
丁
従
七
位
上
自
河
団
擬
矢
八
占
部
宿
爾
安
信
」
と
見
え
る
。

の
）　
　
　
　
　
　
　
　
長
さ
（五
・
一ё
釦
、
復
原
径
二
・
一
伽
　
異
形
木
簡
（丸
い
棒
状
）

姓
車
郷
口

戊
成
成

下
端
が
折
損
し
、
側
面
も
破
損
し
て
い
る
が
、
丸
い
棒
状
。

『
和
名
類
衆
抄
』
に
よ
れ
ば
、
上
野
国
勢
多
郡
に

「
桂
萱
郷
」

が
あ
り
、
そ

れ
を

「
加
以
加
也
」
と
訓
じ
て
い
る
。
「
桂
」
は
ケ
イ
、

か
つ
ら
の
意
で
、
カ

イ
と
訓
む
の
は
誤
り
で
、
「
加
以
」
と
訓
ず
る
の
な
ら
、
一‐牲
」
と
す
べ
き
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
牲
車
郷
は
和
宅
抄
に
あ
る

「
桂
萱
郷
」
に
あ
た
る
と
み
て

よ
い
。
ま
た
、
「
戌
戊
戌
」
は
下
端
が
欠
損
し
て
い
る
が
、　
こ
れ
と

同
様
の
も

の
が
伊
場
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
伊
場
木
簡
で
は
、
前
述
の
、
「
急
々
如

律
令
」
の
木
簡
の
上
部
に

「
成
戌
戌
」
と
あ
る
。
と
も
に

「
成
」
を
三
回
書
い

て
い
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

木
簡
の
形
態
が
丸
い
捧
状
と
い
う
異
形
で
あ
る
点
も
、
内
容
の
特
異
性
を
表
わ

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
さ
九
・
一
硼
　
〇溜

Ш
解
　
申
進
上
作
物
事

〔
弓
力
〕
〔
十
力
ま
た
は
廿
力
〕

□
　
□

解
の
書
式
で
、
そ
の
事
書
の
部
分
と
本
文
の
一
部
が
見
え
る
。
左
端
は

「
弓
十

（ま
た
は
甘
ご

と
読
め
そ
う
で
、
「
進
上
作
物
」
は
同
伴
の
木
簡
の
内
容
と
考
え

併
わ
せ
て
も
、
武
器
の
た
ぐ
い
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
さ
一
一
・
五
伽
　
⇔置

塩
竃
木
運
甘
人

⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
さ
九
・
七
釦
　
Φ】

回
□
□
所
出
塩
寵
日

③

・
⑩
の
塩
竃
は
製
塩
用
の
カ
マ
ド
の
こ
と
で
あ
る
。

多
賀
城
木
簡
は
出
土
地
点
が
低
湿
地
に
限
ら
れ
、
す
べ
て
、
二
次
的
投
棄
ゆ

え
に
、
遺
構
の
性
格
解
明
の
直
接
資
料
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
例
え
ば
、
第
二
十
四
次
調
査
出
上
の
木
簡
は
軍
事
関
係
の
も
の
が
多
く
、

奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
に
多
賀
城
に
多
く
の
兵
士

。
物
資

が
集

め
ら

れ
、
軍
事
的
緊
張
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
文
献
資
料
か
ら
は
す

で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
①
武
蔵
国
播
羅
郡
の
米
の
付
札
、
⑦
上
野
国

勢
多
郡

「
牲
草
郷
」
の
木
簡
な
ど
は
、
律
令
政
府
の
東
北
政
策
遂
行
上
の
坂
東

諸
国
の
役
割
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
方
、
文
献
資
料
で
は
、
陸
奥
国
内
の
動
き

は
比
較
的
伝
え
ら
れ
な
い
だ
け
に
、
自
河
団
の
兵
士
木
簡
の
よ
う
な
資
料
は
貴

重
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

②
払
田
柵
跡

払
田
柵
跡
は
仙
北
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
真
山

・
長
森
の
二
つ
の

丘
陵
と
そ
の
周
辺
の
低
地
を
占
め
、
東
西
約

一
、
四
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
南
北
約
七
五
〇

ｍ
の
大
き
さ
が
あ
る
。
最
近
、
長
森
丘
陵
上
で
、
板
塀
に
囲
ま
れ
た
掘
立
柱
建



物

（正
殿
。
東
西
脇
殿
）
お
よ
び
内
郭
南
門
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

払
田
柵
跡
出
土
の
木
簡
は
前
述
し
た
と
お
り
、
戦
前

・
戦
後
に
わ
た
る
も
の

で
あ
る
。
な
か
に
は
、
現
物
の
失
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
い
さ
さ
か
複
雑

な
事
情
を
有
す
る
。
払
田
柵
跡
の
十

一
点
の
木
簡
の
内
訳
は
昭
和
五
年
の
文
部

省
の
発
掘
調
査
に
関
連
し
て
、
長
森
中
央
の
北
端
、
現
在
の
水
田
に
近
い
山
麓

の
岸
に
位
置
す
る

「
ホ
イ
ド
」
と
称
す
る
井
戸
跡
附
近
で
発
見
さ
れ
た
二
点
、

昭
和
四
十
七
年
、
同
地
点
近
く
で
発
見
さ
れ
た

一
点
、
そ
し
て
、
昭
和
五
十
、

五
十

一
両
年
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
外
部
南
門
跡
北
部
隣
接
地
の
発
掘
調
査

で
出
上
し
た
八
点
、
計
十

一
点
で
あ
る
。

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（≡

下

三
深

二
・
四
×
〇
・
五

ｏ‘

回
件
粘
請
取
　
関
四
月
廿
六
日
　
寺
書
生
仙
□
氏
監

（比
較
）
上
田
三
平
氏
釈
読

件
精
請
取
　
閏
四
月
甘
六
日
　
寺
壽
生
仙
氏
監

【上
田
三
平

『史
蹟
精
査
報
告
第
二
』
文
部
省
、
昭
和
十
三
年
〕

右
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
只
長
森
の
北
部
）
井
泉
趾
の
東
約
二
、
三
尺
を
離
れ
た

土
中
に
二
片
に
分
離
し
た
木
札
を
発
見
し
た
。
材
は
檜
か
杉
か
判
明
せ
ぬ
が
、

長
さ
約
七
寸
三
分
五
厘
０
一片
を
継
ぎ
て
）
、
幅
約
八
分
、
厚
さ
約

一
分
五
厘
、
上

端
は
少
し
く
欠
け
、
又
中
央
よ
り
稿
下
方
に
て
二
個
に
折
れ
て
居
る
。
表
面
の

両
側
に
面
取
を
施
し
、
其
の
中
央
に
左
の
墨
書
が
あ
る

（下
略
ご

と
あ
る
。

ま
た
、
上
田
氏
は

『鮒
威
排
田
柵
趾
』
（昭
和
五
年
）
で
、　
こ
の
木
札
に
つ
い

て
、
「
月
日
の
下
の
記
名
は
甚
だ
削
磨
し
て
読
み
難
き
も
上
方
の
精
請
取
は
極

め
て
明
確
で
あ
る
か
ら
此
の
遺
跡
の
性
質
を
決
定
す
る
遺
物
と
し
て
極
め
て
貴

重
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。　
一
方
、
滝
川
政
次
郎
氏
は
「寺
壽
生
」
と

い
う
読
み
に
つ
い
て
、
「
短
冊
考
―
払
田
柵
址
出
土
の
木
札
に
つ
い
て
―
」
令
吉

代
学
」
七
十
二
、
昭
和
三
十
三
年
）
の
中
で
、
疑
間
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

上
田
氏
報
告
の
木
簡
は
そ
の
後
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
加
え
て
、

報
告
書
に
は
写
真
も
実
測
図
も
な
い
だ
け
に
、
上
田
氏
の
釈
読
の
是
非
も
検
証

し
よ
う
が
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
、

一
通
の
書
簡
が
発
見
さ
れ
、
釈
読
の
検
討
に
役
立
つ
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
書
簡
は
払
田
柵
跡
の
発
見
者
の

一
人
後
藤
宙
外

氏
か
ら
地
元
の
高
階
秀
彦
氏
に
あ
て
た
昭
和
十
二
年
四
月
十
八
日
付
の
も
の
で

あ
る
。
関
係
部
分
は
左
の
写
真
の
と
お
り
で
あ
る
。



東北地方出上の木簡について

木
簡
の
寸
法
も
上
田
氏
の
報
告
と
合
致
す
る
だ
け
に
、
こ
れ
は
実
測
図
に
相

当
す
る
あ
る
程
度
正
確
な
模
写
と
み
ら
れ
る
。
問
題
の

「
寺
壽
生
」
は

「
寺
書

生
」
と
改
め
る
べ
き
で
、
「
仙
」
と

「
氏
監
」
と
の
間
の

「
ノ
Ｌ
は
意
味

不

明

で
あ
る
。

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九
・
四
蚤

下

九
×
Ｏ
・
七

ｏ
Ｆ

〔
事
力
〕

・
飽
海
郡
隊
長
解
　
申
請
回
□
□
□〔帰
力
〕

・
　
六
月
十
二
日
　
隊
長
春
日
旅
□

藤
井
東

一
「排
田
柵
」
令
秋
田
考
古
会
会
誌
」
第
二
巻
第
四
号
、
昭
和
五
年
）
に
よ

れ
ば
、
次
の
よ
う
に
発
見
当
時
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

只
昭
和
五
年
）
九
月
七
日
、
厨
清
水
の
協
を
発
据
し
、
多
数
の
文
字
あ
る
土

器
を
採
集
し
た
。
（中
略
）
そ
れ
か
ら
幅

一
寸
、
厚
さ
二
分
五
厘
、
長
さ

一
尺
位

の
板
片
に
沢
山
の
文
字
を
表
裏
に
書
い
て
あ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
浜
田
耕

作
先
生
著
通
論
考
古
学
の
写
真
版
に
あ
る
木
簡
と
言
ふ
も
の
に
よ
く
似
て
居
る

様
に
、
我
々
素
人
に
は
考
え
ら
れ
る
。
文
字
は
表
は
最
初
の
字
は
館
と
読
む
こ

と
が
出
来
る
。
二
字
不
明
。
次
は
隊
の
や
う
に
見
え
る
。
其
下
は
長
判
然
と
読

め
て
、

一
字
不
明
、
申
ら
し
い
が
判
然
し
な
い
。
其
下
六
字
ば
か
り
あ
る
が
、

判
断
が
出
来
ぬ
。
裏
面
は
中
途
か
ら
六
月
十
ら
し
く
見
え
る
。
其

下

三
字

不

明
。
養
ら
し
い
字
、　
一
字
不
明
。
（下
略
ご

と
こ
ろ
が
、
こ
の
木
簡
は
長
ら
く
行
方
が
知
れ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
五
十

一

年
再
発
見
さ
れ
た
。
現
状
は
風
乾
状
態
で
あ
る
が
、
完
形
品
で
文
字
も
事
書
の

請
求
品
目
の
部
分
の
右
半
分
の
墨
痕
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
以
外
は
、
比

較
的
良
好
で
あ
る
。
そ
の
判
読
結
果
は
上
記
の
ご
と
く
で
、
藤
井
氏
の
釈
読
を

一
部
訂
正
、
補
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

内
容
は
解
の
書
式
を
と
る
軍
団
関
係
の
請
求
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
出
羽
国

の
軍
団
は
出
羽
団

一
団
だ
け
で
、
飽
海
郡
に
存
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は

次
の
よ
う
な
例
と
同
様
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七

（八
四
〇
）
年
二
月
癸
亥
条

陸
奥
国
柴
田
郡
権
大
領
丈
部
豊
主
。
伊
具
郡

・
擬
大
毅
陸
奥
真
成
等
戸

二

姻
。

賜
工
姓
阿
倍
陸
奥
臣
一
。

同
国
人
丈
部
継
成
等
対
六
人
賜
工姓
下
毛
野
陸

奥
公
一
。

Ｓ
続
日
本
後
紀
纂
詰
』
は
同
十
五
年
五
月
紀
に
よ
り
伊
具
郡
の
下
に
人
磐
城
団
の
四
字
を

補
う
）

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
五

（八
四
八
）
年
五
月
辛
未
条

盆
削
略
）
伊、
具、
郡、
麻、
続、
外
戸、
主、
磐、
舛
団、
擬、
主、
帳、
陸
奥
臣
善
福
。
色
麻
郡
少
領
外

正
七
位
上
黎
八
等
同
姓
千
継
等
八
姻
賜
二姓
阿
倍
陸
奥
臣
一。

す
な
わ
ち
、
飽
海
郡
は

「
隊
長
春
日
旅
〔跡
埓

の
本
貫
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
隊
長
は
軍
防
令
軍
団
大
毅
条
に
規
定
の
あ
る
隊
正

（五
十
長
）
の
こ
と
で

あ
る
。

③

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
一
五
と
一Ｖ

二
二
更
ｏ
・
五

ｏ
む

・
国
十
火
　
大
根
二
石
八
斗
八
升

。
日
二
斗
八
升
二
合

昭
和
四
十
七
年
十
月
、
地
元
の

一
高
校
生
が

「
ホ
イ
ド
清
水
」
で
表
面
採
集

し
て
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
半
部
欠
損
。
現
状
は
風
乾
状
態
。

出
羽
国
の
兵
士
は

一
団

一
千
人
で
あ
る
。



『
延
喜
式
』
主
税
式

凡
陸
奥
国
兵
士
間
食
料
米
二
千
八
百
八
十
鮮
嶽
制
粕
割
二
年
中
所
レ
輸
租
穀
内
一。

毎
年
充
レ
之
。

こ
の
算
出
法
は

＞
浬

∞
ゆ
×
耳
８
ｏ
汗
ｘ
誤
ｏ
ｍ
Ｈ
Ｎ
寓
ｏ
封

と
な
り
、
そ
の
場
合
、
本
木
簡
の

「
二
石
八
斗
八
升
」
は
兵
士

一
人
の
年
間
の

食
料
米
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
新
資
料
の
出

現
を
待

っ
て
検
討
を
加
え
た
い
。

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一三

・
七
送

〒

一支

Ｏ
・
五

ｏ
Ｅ

・
嘉
祥
二
年
正
月
十
日
下
稲
日
紀

〔醒
挙
料

曇
ロ
カ
〕
　
　
　
　
　
　
〔東
力
〕

（別
筆
）
　
　
　
　
　
〔
三
カ
〕

・
□
三
千
八
百
対
四
□
　
　
一‐勘
了
　
正
月
十
□
」

出
土
地
点
は
外
郭
南
門
跡
の
北
北
西
方
向
約

一
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
約
二

×
二
×
○

。
一
五
ｍ
ほ
ど
の
不
整
方
形
の
土
墳
で
あ
る
。

「
嘉
」
の
字
の
み
が
三
字
分
ほ
ど
間
の
び
し
た
感
じ
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま

〔
三
カ
〕

た
、
「
勘
了
　
正
月
十
□
」
だ
け
が
、
若
干
、
走
り
書
き
的
で
あ
り
、
日
付
部
分

は
や
や
左
よ
り
に
他
に
比
し
て

一
ま
わ
り
小
さ
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
異
筆
と
判
断
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
本
簡
に
は
文
書
木
簡
の
主

条
件
と
も
い
う
べ
き
文
書
の
発
行
者
と
宛
先
と
の
授
受
関
係
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
「
下
稲
」
と
い
う
記
載
か
ら
は
何
ら
か
の
上
級
官
司
か
ら
下
級
宮
司

へ
の
文
書
の
授
受
関
係
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
木
簡
は
冒
頭
に
正
確

な
年
月
日
を
持
っ
て
い
る
記
載
様
式
に
日
記
の
特
徴
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

〇
一
カ
〕

ま
た
、
裏
面
の
下
端
部

「
勘
了
　
正
月
十
□
」
は
文
書
を
受
領
し
た
側
が
帳
簿

類
と
の
照
合
を
終
え
た
こ
と
と
そ
の
月
日
を
著
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
類

例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
平
域
宮
木
簡
に
お
い
て
も
、

。
天
山
司
解
　
進
上
飛
炎
汁
九
枝

穴

別
筆
）

「
勘

了

」

（鯉
蜘
れ
針
摩
舛
器
釧
ビ
野
在
回
木
簡
研
究
集
会
翌

の
例
は
、
平
城
宮
の
造
営
工
事
の
際
に
、
天
山
司
よ
り
運
び
込
ま
れ
た
建
築
材

を

「
勘
了
」
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
二
ご
益
予

一
×
〇
二
一　
寓
滓

。日
如
件
隊期甘日

〔
強

力
〕

・
回
直
□
口

両
端
と
も
折
損
し
て
い
る
。

仮
粟
と
い
う
熟
語
は
管
見
の
限
り
で
は
古
代
の
文
献
史
料
に

は
見
当
ら
な
い
が
、
「
恨
」
に
は

「
か
り
る
」
ま
た
は

「
か
す
」

の
語
義
が
あ
り
、
「
候
借
名
恨
貸
」
な
ど
の
用
法
が
あ
る
の
で
、

お
そ
ら
く
、
仮
貸
の
粟
、
仮
借
の
粟
と
い
う
意
味
か
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
偽
書
と
さ
れ
る
『
日
本
総
国
風
土
記
』

と
い
う
書
物
に

「候
粟
」
の
語
が
頻
出
す
る
。
次
に
そ
の
一
例



東北地方出上の木簡について

を
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

日
本
惣
国
風
土
記
第
百
四

陸
奥
国
名
取
郡

指
賀
庄
　
公
穀
六
百
七
十
二
東
　
一二
毛
田

候
栗
五
百
六
十
五
束
　
一二
字
田

（傍
点
は
筆
き

【内
閣
文
庫
本
（文
化
十
三
年
伴
信
友
写
し

こ
の
書
物
は
偽
作
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
典
例
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い

て
、
今
後
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
貸
の
対
象
物
が
粟

と
い
う
点
も
、　
一
般
的
に
は
出
挙
ま
た
は
借
貸
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
だ
け
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

①

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

（七
・
３

≦

〒

二
×
〇
二
一
〇留

国
解
　
申
請
□
口

昭
和
五
十
二
年
十

一
月
、
第
十
次
調
査
の
外
郭
南
門
跡
北
側
地
域
、
第
Ⅳ
層

（暗
緑
灰
粘
質
土
）
出
土
。
両
端
が
欠
損
し
て
い
る
。

請
求
物
品
名
は
不
明
だ
が
、
解
の
書
式
に
よ
る
請
求
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

払
田
柵
跡
は
昭
和
五
年
の
文
部
省
の
調
査
で
、
水
田
下
に
埋
ま

っ
て
い
た
材

木
列
を
発
据
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
こ
う
し
た
材
木
列
で
し
き
ら
れ
た
施

設
こ
そ
、
古
代
の
文
献
に
登
場
す
る

「
柵
」
に
相
違
な
い
と
い
う
基
本
的
な
考

え
方
が
定
着
し
、
地
名
を
と
り
、
「
払
田
柵
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た

が

っ
て
、
払
田
柵
跡
は
、

古
代
の
文
献
上
に
登
場
す
る
他
の
城
柵
の
遺
跡

（例

え
ば
、
多
賀
城
跡
、
胆
沢
城
跡
な
ど
）
と
は

一
応
、
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
ま
で
、
払
田
柵
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
大
半
が
文
書
様
木
簡
で
あ
る

点
が
目
立

っ
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
の
内
容
は
、
②
の
飽
海
郡
隊
長
か
ら
の
請

求
文
書
、
②
の
十
火
の
兵
士
の
存
在
、
①
下
稲
日
紀
な
ど
、
多
様
で
あ
る
。
な

か
で
も
、
払
田
柵
は
首
代
の
文
献
上
に
見
え
な
い
が
、
遺
跡
の
所
在
地
は
古
代

の
雄
勝

。
平
鹿

・
山
本
と
い
う
横
手
盆
地
に
存
在
し
た
三
郡
の
う
ち
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
出
羽
国
は

一
団
の
み
で
兵
士

一

千
人
Ｇ
類
衆
三
代
格
』弘
仁
五
年
正
月
十
五
日
宮
符
、
ヨ
一代
実
録
』元
慶
三
年
六
月
廿
六
日

条
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
兵
士
は

『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元

（七
〇
四
）

年
六
月
丁
巳
の
勅
に
よ
れ
ば
、
「
諸
国
兵
士
。
国
別
分
為
二
十
番
一。
毎
番
十
日
。

教
二
習
武
芸
一。
必
使
二斎
整
亮
」
（国
は
お
そ
ら
く
団
な
ら
ん
―
直
木
孝
次
郎
氏

『日
本

吉
代
兵
制
史
の
研
究
し
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
払
田
柵
」
に
十
火
の
兵
士
が
上

番
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
出
羽
国
の
兵
士
す
べ
て
が

「
払
田
柵
」
に
集
中
し
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
政
庁
地
区
を
は
じ
め
と
す
る
考
古
学
的
調
査

成
果
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
今
後
の

「
払
田
柵
」
の
性
格
を
検
討
す
る

資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

払
田
柵
跡
の
場
合
、
外
郭
線
内
に
低
地
を
広
く
取
り
入
れ
て
お
り
、
先
述
し

た
よ
う
に
外
郭
南
問
跡
北
西
部
で
、
八
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、

昭
和
五
年
お
よ
び
昭
和
四
十
七
年
の
木
簡
出
土
地
で
あ
る
ホ
イ
ド
清
水
は
現
在

で
も
涌
水
を
た
た
え
て
い
る
な
ど
、
本
簡
の
出
土
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
だ
け

に
、
今
後
の
調
査
に
期
待
し
た
い
。

０
胆
沢
城
跡

胆
沢
城
は
延
暦
二
十

一
（八
〇
一ご
年
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
、
多
賀
城
か
ら



鎮
守
府
が
う
つ
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

胆
沢
城
跡
は
岩
手
県
水
沢
市
佐
倉
河
に
あ
る
。
遺
跡
は
南
流
す
る
北
上
川
に

西
か
ら
ほ
ぼ
直
交
す
る
胆
沢
川
の
南
側
の
平
野
部
に
あ
り
、
通
称

「
方
八
丁
」

と
い
わ
れ
、　
一
辺
約
六
五
〇
ｍ
の
方
形
に
土
塁
状
の
高
ま
り
が
今
は
道
路
と
な

っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
外
郭
を
め
ぐ
る
土
塁
状
の
高
ま
り

は
築
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

昭
和
五
十
年
八
月
、
西
辺
外
郭
線
中
央
部
の
調
査
に
お
い
て
、
墨
痕
を
わ
ず

か
に
認
め
う
る
木
簡
が
三
点
、
さ
ら
に
、
昭
和
五
十

一
年
十

一
月
、
外
郭
南
門

外
側
大
溝
跡
埋
土
最
下
層

（灰
黒
色
シ
ル
ト
質
壌
土
層
）
か
ら
四
点
出

土

し

て
い

∠や
。

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
一
五
二

Ｘ

四
。
九
×
Ｏ
・
七

ｏ毬

□
為
則
穀
三
針醐

上
端
右
半
分
の
一
部
と
下
端
が
欠
損
し
、
上
端
の
両
側
か
ら
切
り
込
み
が
あ

る
。
形
態
上
か
ら
は

一
応
付
札
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
容
は
不
明
。

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
。
９

≦

〒

ｏ
×
ｏ
と
一
寓
μ

覆

皮
力
〕

・
回
納
□
□
同

・
回
善
□

板
目
を
利
用
し
た
た
め
、
表
面
の
院
材
部
の
と
こ
ろ
で
墨
が
と

ん

で

い

る

が
、
か
す
か
に
判
読
で
き
る
。
上

。
下
端
と
も
欠
損
。
裏
面
は
材
の
腐
蝕
が
著

し
く
、
加
え
て
、
上
半
部
が
削
り
と
ら
れ
て
い
る
。

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
・
〇
）
×
全

・
四
）
×
（〇
二
●

⇔留

回
磨

墨
書
面
だ
け
鋼
離
し
た
残
片
で
あ
る
。
両
端
お
よ
び
両
側
面
を
欠
く
た
め
全

体
は
不
明
で
あ
る
。

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（九
・
ё

災

一下
９

×
〇
・
四

ｏ留

・
大
大
大

・
国
大
口

上

。
下
端
と
片
側
を
欠
損
し
て
い
る
。
表
裏
と
も
に
削
り
と
ら
れ
て
い
る
。

習
書
木
簡
。

胆
沢
城
跡
出
上
の
木
簡
は
ま
だ
点
数
も
少
な
く
、
断
片
的

で
あ
る
。

し

か

し
、
遺
跡
は
平
野
部
に
立
地
し
、
建
物
跡
の
柱
材
な
ど
も
残
存
し
て
い
る
例
も

多
い
だ
け
に
、
今
後
の
調
査
で
、
木
簡
の
発
見
は
大
い
に
期
待
で
き
る
。

い
岩
手
県
江
刺
市
落
合
遺
跡

落
合
遺
跡
は
江
刺
市
の
中
心
街
の
南
方
二
節
付
近
の
平
野
部
に
あ
り
、
比
高

一
ｍ
内
外
の
微
高
地
と
現
水
田
の
低
地
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
微
高
地
は

お
そ
ら
く
北
上
川
か
支
流
の
人
首
川

・
広
瀬
川
の
度
重
な
る
氾
濫
に
よ
っ
て
で

き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

調
査
は
東
北
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
の
発
据
調
査
の
一
環
と
し
て
、
昭
和

四
十
九
年
四
月
ど
八
月
ま
で
実
施
さ
れ
た
。

旧
河
道
上
に
堆
積
し
た
層
０

ル
ト
質
粘
土
層
）
に
遺
物
が
多
量
に
包
含
さ
れ
て

い
た
。
遺
物
は
三
点
の
木
簡
（う
ち
二
点
は
墨
痕
が
薄
く
、
判
読
不
能
）
を
は
じ
め
、

土
師
器

。
須
恵
器

・
木
器
（椀
・
盆
・
皿
型
な
ど
三
十
四
点
―
う
ち
漆
塗
器
四
点
〉
・
木

製
品

（鋤
・
杵
の
未
成
品
・
き
ぬ
た
な
ど
）
三
十
二
点
、
土
錘

。
鉄
製
品

。
種
子
な

ど
で
あ
る
。
墨
書
土
器
も
多
く
、
そ
の
う
ち
約
八
割
は

「
本
」
と
記
さ
れ
て
い



東北地方出上の木簡について

る
。
ま
た
、
こ
の
低
地
に
接
し
た
微
高
地
か
ら
は
竪
穴
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
て

い
る
。
遺
跡
の
時
期
は

一
応
平
安
時
代
中
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
金
）

（註
）

岩
手
県
教
育
委
員
会

「
昭
和
四
十
九
年
度
東
北
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
略
報
江
刺
地
区
」

昭
年
五
十
年
二
月
。

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（≡
千

六
）
≦

下
四
×
（〇
・
九
）

寓
ψ

差
良
紫
豆
二
斗
八
升

上
端
を
欠
く
が
、
片
側
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
切
り
込
み
を
い
れ
な
い
下
端

部
を
両
側
か
ら
削

っ
て
、
尖
ら
せ
て
い
る
。
裏
面
は
本
来
の
面
が
劉
離
し
て
い

る
た
め
不
明
。

０
城
輪
柵
跡

昭
和
六
年
、
秋
田
県
の
払
田
柵
に
引
続
き
、
山
形
県
酒
田
市
の
城
輪
の
地

で
、
払
田
柵
同
様
の
材
木
列
が
水
田
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
城
輪
柵

跡
と
さ
れ
た
。

城
輪
柵
跡
は
酒
田
市
の
市
街
地
北
東
方
約
八
節
の
地
点
に
あ
る
。
遺
跡
は
飽

海
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
部
、
標
高
十

一
ど
十
三
ｍ
の
沖
積
地
に
あ
り
、
南
八
ｈ
の

と
こ
ろ
を
最
上
川
が
北
流
し
て
い
る
。
外
部
は
約
七
〇
〇
ｍ
全
ハ
町
半
）
四
方
の

正
方
形
を
な
す
。
内
郭
部
分
は
微
高
地
を
な
し
、
ほ
ば

一
辺

一
二
〇
ｍ
の
築
地

で
囲
ま
れ
、
内
郭
の
建
物
は
正
殿

・
後
殿

。
東
西
脇
殿
な
ど
と
東

・
南

・
北
の

各
門
跡
が
検
出
さ
れ
、
陸
奥
国
府
で
あ
る
多
賀
城
の
内
郭
の
建
物
配
置
と
類
似

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
応
、
平
安
時
代
の
出
羽
国
府
跡
と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十

一
年
九
月
よ
り
実
施
し
た
第
十
六
次
調
査

（宮
形
地
区
）
で

一
点
出

土
し
て
い
る
。
調
査
区
域
は
城
輪
柵
跡
内
郭
地
区
の
北
東
方
約
二
三
〇
ｍ
で
、
」

内
郭
地
区
の
標
高
と
ほ
ぼ
同
じ
約
十
三

ｍ
の
高
さ
を
も
ち
、
周
囲
の
水
田
よ
り

も

一
段
高
く
な
っ
て
い
る
。

木
簡
を
出
土
し
た
井
戸
跡
は
径
約

一
・
三

ｍ
の
ほ
ぼ
円
形
の
掘
方
の
ほ
ぼ
中

央
に
、
基
郡

一
段
の
み
だ
が
、
径
五
十
八
側
の
曲
物
が
遺
存
し
て
い
た
。
井
戸

の
掘
方
埋
土
内
か
ら
木
椀
片

一
点
、
箸
状
木
製
品
七
点
、
桶
底
板
片

一
点
な
ど

と
共
に
、
木
簡

一
点
が
出
上
し
た
。

木
簡
は
下
端
お
よ
び
片
側
を
欠
く
が
、

現
長
二

一
・
三
師
、

現
幅
二

。
九

甑
、
厚
さ
○

。
三
餌
で
あ
る
。
上
端
部
に
直
径
二
ｍｍ
の
小
孔
が
み
ら
れ
る
。
墨

度
は
認
め
ら
れ
る
が
、
削
ら
れ
判
読
不
可
能
で
あ
る
。
金
）

（註
）
酒
田
市
教
育
委
員
会
『史
跡
城
輪
柵
跡
　
昭
和
五
十
一年
度
発
掘
調
査
概
要
」
昭
和
五
十
二
年

０
平
形
遺
跡

平
形
遺
跡
は
山
形
県
東
田
川
郡
藤
島
町
平
形
に
所
在
す
る
。

昭
和
五
十
二
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
圃
場
整
備
事
業
に
か
か
わ
る
緊
急
発

掘
調
査
で

一
点
出
上
し
て
い
る
。

調
査
区
の
う
ち
、
Ｄ
地
区
と
さ
れ
た
下
平
形
南
西
部
に
お
い
て
、
七
間
×
三

間
を
は
じ
め
掘
立
柱
建
物
四
棟

・
井
戸
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
平
安
時
代
前
半

頃
の
建
物
跡
と
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
を
出
土
し
た
井
戸
跡
は
径
約

一
・
六
ｍ
、

深
さ
約
二
ｍ
あ
り
、
井
筒
は
全
部
で
七
段
積
み
重
ね
て
お
り
、
井
筒
材
は
手
斧

で
仕
上
げ
ら
れ
た
柾
目
板
で
あ
る
。
伴
出
遺
物
の
中
に

「
阿
」
と
墨
書
し
た
土

器
片
も
あ
る
。

木
簡
は
、
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
、
細
く
割
ら
れ
た
う
え
、
角
を
削
ら
れ
て

お
り
、
判
読
は
不
可
能
で
あ
る
。
現
存
長

一
〇

。
二
蝕
、
現
幅
〇

・
四
ｃｍ
、
厚



さ
〇

・
四

針
。
金
）

（註
）
山
形
県
教
育
委
員
会
「平
形
遺
跡
第
六
次
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」
昭
和
二
十
二
年
十
月
。

①
秋
田
城
跡

秋
田
城
跡
は
秋
田
市
寺
周
に
所
在
し
、
日
本
海
に
そ
そ
ぐ
雄
物
川
の
河
日
の

北
側
に
位
置
し
て
い
る
。
東
西
千
数
百

ｍ
、
南
北
約

一
、　
一
〇
〇
ｍ
で
、
標
高

は
最
高
点
で
五
〇
ｍ
た
ら
ず
で
、
平
均
三
〇
ｍ
程
度
の
安
定
し
た
台
地

で
あ

之や
。昭

和
五
十
三
年
七
月
か
ら
始
ま

っ
た
第
二
十
五
次
発
据
調
査

（鵜
ノ
木
地
区
）

に
お
い
て
、
十

一
点
の
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。
調
査
地
は
秋
田
城
跡
東
外
郭

線
よ
り
東
方
約

一
〇
〇

ｍ
の
地
点
で
あ
る
。

調
査

の
結
果
、
掘
立
柱
建
物
跡

（東
西
棟
四
間
×
七
間
の
南
面
廂
付
建
物
や
東
西
三
間
×
南
北
三
間
の
総
柱
建
物
な
ど
）
、

井
戸
跡
な
ど
の
多
く
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
主
要
建
物
群
の
所
在

す
る
地
域
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

木
簡
を
出
上
し
た
井
戸
跡
は
掘
り
込
み
面
で
の
直
径
は
四

・
三

ｍ
、
深
さ
約

五

・
四

ｍ
で
、
掘
り
方
の
底
部
に
は
内
径

一
〇
三
ｃｍ
、
高
さ

一
三
〇
硼
、
厚
さ

一
〇
硼
の
円
形
の
井
筒
を
据
え
て
い
る
。
な
お
、
井
戸
の
下
層
部
に
は
簿
と
こ

ぶ
し
大
の
礫
お
よ
び
平
瓦
が
二
重
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
嬉
は

総
数
約
六
〇
個
あ
り
、

そ
の
う
ち
二
枚
は
龍
と
思
わ
れ
る
も
の
と
、
弓
矢
で

首

・
腹

・
足
を
射
抜
か
れ
た
人
物
像
が
そ
れ
ぞ
れ
墨
書
さ
れ
た
特
異
な
戯
画
琴

で
あ
る
。

木
簡
十

一
点
の
う
ち
、
四
点
は
ほ
と
ん
ど
墨
痕
が
認
め
ら
れ
な
い
。

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（三

圭

∀

〒

ｏ
五

・
ｏ

ｏ８

天
平
六
年
月

ク
ギ
書
き
。
上
端
欠
。
下
端
の
片
方
か
ら
看
干
削
り
が
入
り
、
尖
が
ら
せ
て

い
る
。　
一
応
、
平
城
宮
本
簡
の
形
態
分
類
の
六
〇
五
九
型
式
に
入
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
材
の
一
端
の
尖
ら
せ
方
は
付
札
類
に
通
常
見
ら
れ
た
も
の
ほ
ど

徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
。
年
紀
の
す
ぐ
上
に
鉄
釘
が
残
存
し
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
五

（〓
一三
）
年
十
二
月
己
未
条
に
よ
れ
ば
、

出
羽
柵
遷
コ
置
於
秋
田
村
高
清
水
岡
一。

と
あ
る
。
こ
れ
は
出
羽
国
の
中
心
的
施
設
で
あ
る
出
羽
柵
が
出
羽
郡
か
ら
約

一

〇
〇
節
北
の
秋
田
村
高
清
水
岡
に
遷
し
置
か
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
木
簡
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
五
年
条
の
出
羽
柵
の
遷
置
記

事
を
裏
付
け
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一モ

・
Ｏ
∠

下

五
×
Ｏ
・
七

ｏ協

。
浪
人
丈
部
八
手
五
斗

・　
　
勝
賓
五
年
調
米

『
延
喜
民
部
式
』
に
よ
れ
ば
、
陸
奥

。
出
羽
両
国
の
調
庸
は
当
国
に
納
め
、

そ
の
出
納
帳
を
正
税
帳
使
に
付
し
て
申
し
送
れ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

天平六年銘木簡

(文字の部分のみ)
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そ
の
品
目
に
米
あ
る
い
は
殺
が
品
日
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

陸
奥
国
帝耀赴臨十日

調
。
広
布
十
二
端
。
自
餘
輸
二
狭
布
。
米
。
穀
一
。

庸
。
広
布
十
端
。
自
餘
輸
工
狭
布
。
米
一
。

出
羽
国
爾
解
吐
酬
七
日

海
路
五
十
二
日

調
。
薦
。
輸
二狭
布
。
米
。
穀
一。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

こ
の
延
喜
式
の
規
定
は
、
少
な
く
と
も
、
陸
奥

。
出
羽
両
国
の
史
料
と
し
て

は
、
九
世
紀
半
ば
ま
で
確
実
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
『
類
衆
三
代
格
』
斉
衡
三

欠

五
一◇

年
二
月
八
日
官
符
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
事
が
見
え
る
。

応
レ
勘
工
陸
奥
出
羽
両
国
用
度
帳
一事

（前
略
）件
両
国
調
帳
井
用
度
帳
。
便
附
二
朝
集
使
一進
レ
之
。
勘
二
両
帳
一詑
。
乃

従
二
放
還
一。
至
レ
有
工
勘
出
一。
具
載
工
返
抄
一。
所
レ
用
調
庸
理
非
難
レ
弁
。
（後

略
）

陸
奥

・
出
羽
両
国
か
ら
調
帳
と
共
に
、　
そ
の
使
途
を
明
記
し
た
用
度
帳

（延

喜
民
部
式
で
は
出
納
帳
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、

す
で
に
当
国
に
お
い
て
調
庸
物

を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
出
羽
国
に
関
し
て
は
、
次
徒
に
給
す

る
年
料
禄
と
し
て
狭
布

一
万
端
を
定
め
、
若
し
調
狭
布
が
不
足
し
た
時
は
正
税

を
も

っ
て
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
３
類
衆
三
代
格
』貞
観
十
七
（八
七
五
）年
五
月
十

五
日
官
符
）。

調
狭
布
が
留
め
置
か
れ
、
次
禄
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
結
局
、
出
羽
国
の
調
庸
は
史
料
上
、
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
は
当

国
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（醐
輛
ゆ「雑
桜
征．期
嘲
第
輛
醐
融
紅
中っ
肺
抒
「

剰
健
薄
響
塾

と
こ
ろ
で
、
こ
の
調
の
付
札
は
そ
の
記
載
様
式
に

一
つ
の
特
徴
を
有
す
る
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
城
宮
木
簡
の
貢
進
物
付
札
の
内
容
は
貢
進
主
体
、

貢
進
物
の
種
目
ま
た
は
税
目

・
品
日

・
数
量
、
年
月
日
を
記
載
す
る
の
を
原
則

と
す
る
。
そ
し
て
、
記
載
方
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

貢
進
主
体

（貢
進
国
郡
郷
名
＋
貢
進
者
）
＋
貢
進
物
の
種
目
ま
た
は
税
目

・
品
目

十
数
量
十
年
月
日

例
　
平
城
宮
木
簡
第
二
四
六
号

・
玉
置
解
家
三
家
人
黒
万
呂
御
調
三
斗

・　
　
天
平
四
年
九
月

と
こ
ろ
が
、
秋
田
城
木
簡
は
若
千
、
記
載
順
を
異
に
し
て
い
る
。

・
貢
進
主
体

〔
浪
人
＋
丈
部
八
手
〕
十
数
量

〔
五
斗
〕

。
年
月
日

〔
勝
賓
五
年
〕
十
貢
進
税
目

・
品
目

〔
調
米
〕

平
城
宮
木
簡
で
、
こ
の
類
例
を
さ
が
す
と
、
意
外
と
少
な
く
、
管
見
の
限
り

で
は
下
記
の
一
例
を
知
る
の
み
で
あ
る
。

例
　
平
城
宮
木
簡
第
二
三
〇
号

甲
■
力
〕

・
讃
岐
国
阿
野
郡
日
下
部
犬
万
呂
三
□

・　
　
　
　
四
年
調
塩

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
さ
二
八
・
二
硼
　
角
材

・
宇
大
宙
宇
於
大
大
飽

・
飽
　
飽
海
郡
　
飽
海
郡
　
最

〔値
力
〕

・
最
上
郡
　
最
上
郡
□
郷



三

・
四
ｃｍ
方
形
の
角
材
の
三
面
に
墨
書
し
て
い
る
。
下
端
部
に
粗
い
切
り
込

み
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
長
い
材
か
ら
切
り
離
し
た
痕
跡
か
と
思
わ
れ
る
。

習
書
木
簡
。
飽
海
郡

・
最
上
郡
と
も
出
羽
国
の
郡
名
で
あ
る
。
そ
の
本
簡
は

習
書
で
は
あ
る
が
、
二
面
の
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ

「
飽
」
お
よ
び

「
最
」
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
上
記
の
順
序
で
習
書
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
最

上
郡
に
つ
い
て
は
、
平
城
宮
木
簡
に

「
…
…
陸
奥
国
裳
上
郡
裳

（以
下
欠
ご

と

あ
る
（東
一
坊
大
路
の
西
側
側
藩
出
土
）。
陸
奥
と
出
羽
の
違
い
は

『
続
日
本
紀
』
に

よ
れ
ば
、
和
銅
五
年
十
月
丁
酉
条
に

「
割
工
陸
奥
国
最
上
置
賜
二
郡
一隷
工
出
羽

国
一焉
』
と
あ
る
措
置
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（一天

・
９

Ｘ

一予

９

×
ｏ
・
九

ｏ曽

・
下
野
国
河
内
郡
〔剛
記
郷
同

〔
縁

縁

縁

現
３

・
□
□
□
□
口

右
側
面

。
下
端
部
が
欠
損
。
表
裏
の
関
係
は
不
明
。
裏
面
は
習
書
か
も
し
れ

な
い
。
「
下
野
国
河
内
郡
【醐
罷
郷
」
は

『
和
名
類
衆
抄
』
に
見
え
、
内
容
こ
そ

不
明
だ
が
、
当
時
の
出
羽
国
と
東
国
と
の
関
連
を
示
す
資
料
で
あ
ろ
う
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
九
・
八
）
×
含
Ｔ
五
）
×
一
・
一　
２
０

。
天
王
御
為
口
日
Ｈ
日
　
口
回
□
□
五
百
口
日
日
□

大
国
王
御
為
五
日
□
　
父
母
二
柱
御
為
五
百
同
国

〔
王
御
為
力
〕

若
国
□
□
□
日
日
□
　
過
去
見
在
谷
属
御
為
五
日

・
勝
賓
四
年
七
月
甘
五
日

上
端
と
下
端
の
一
部
が
欠
損
。
上
半
部
に
は
削
り
残
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
文

字
が
薄
く
見
え
る
。

裏
面
に
年
紀
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
習
書
と
は
考
え
ら
れ
な
く
、

一
種
の
願
文

の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

③

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四
五
・
八
五

〒

一９

０
・
九

ｏＨ

・
而
察
察
察
察
察
察
察
察
察
之
之
之
之
之
之
之
之
灼
灼
灼
灼
灼
灼
若
若

。
若
若
若
若
若
若
夫
夫
夫
棄
葉
葉
出
緑
緑
波
波
波
波
醸
醍
醍
際

習
書
木
簡
。
『
文
選
』
の
第
十
九
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「
洛
神
賦
」

の
一

節
を
習
書
し
た
も
の
で
あ
る
（小
島
憲
之
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）
。

（前
略
）余
告
レ
之
日
、
英
形
也
、
馳
若
二
驚
鴻
一
、
若
工
遊
龍
一。
栄
曜
二秋
菊
一
、

華
茂
二
春
松
一。
労
弄
今
若
二軽
雲
之
蔽
サ
月
。
瓢
瓢
今
若
三
流
風
之
週
ブ
雪
。
遠

而
望
レ
之
、
餃
若
〓
太
陽
升
二
朝
霞
一。
迫
而
察
レ
之
、
灼
若
〓芙
渠
出
二派
波
一。

猥
繊
得
レ衷
、
修
短
合
レ
度
。
（後
略
）

⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
五
・
五
）
×
四
〇
・
〇
ど
三
・
五
×
一
・
Ｏ
　
ｏむ

・
解
　
申
進
人
事
合
五
人
　
開
幽

服
則

日
日

二
十

　

　

　

　

　

　

一

下
端
欠
。
裏
面
の
墨
痕
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、
判
読
不
可
能
。

文
書
木
簡
。
人
の
貢
進
を
示
す
木
簡
。
解
の
書
式
で
、
事
書
の
下
に
す
ぐ
本

文

（内
容
）
が
記
さ
れ
、
裏
面
に
は
お
そ
ら
く
貢
進
年
月
日
等
が
明
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
人
名
は
墨
痕
が
薄
い
た
め
判
読
で
き
な
い
。

通
常
、
井
戸
は
意
識
的
に
し
か
も
短
期
間
埋
め
ら
れ
る
た
め
に
、
井
戸
跡
出

上
の
遺
物
は
そ
の
井
戸
と
と
も
に
機
能
し
て
い
た
建
物
跡
な
ど
の
遺
構
の
年
代

を
推
定
す
る
貴
重
な
資
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

井
戸
跡
か
ら
は
年
紀
を
示
す
木
簡
が
三
点
―
天
平
六
（〓
一一四
）
年
、
天
平
勝
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宝
四
（七
五
一ご
年
、
同
五
（七
壬
影
年
十
出
土
し
て
い
る
。
井
戸
の
廃
棄
年
代

は
下
限
の
資
料
を
も
っ
て
決
め
る
な
ら
ば
、
天
平
勝
宝
五
年
ご
ろ
と
見
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
問
題
は
天
平
六
年
と
の
間
に
二
十
年
の
開
き
の
あ
る

事
実
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
平
六
年
の
木
簡
に
注
目
し

て
み
よ
う
。

ま
ず
、
ク
ギ
書
き
で
あ
る
点
が
特
異
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ク
ギ
書
き
の
類
例

は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
例
え
ば
、
伊
場
木
簡
第
十
二
号

「
・
山
代
國
運
町
馬

食

　
・
□
申
」
が
あ
る

（『伊
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
第
Ｉ
冊
―
伊
場
木
簡
―
』
昭
和

五
十
一
年
）
ｏ
ま
た
、
正
倉
院
所
蔵
の
漆
柄
香
炉
箱
の
蓋
に
は
針
書
で

「初
　
神

亀
六
年
七
月
六
日
」
と
記
し
て
い
る

（松
嶋
順
正
編
『正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
昭
和

五
十
二
年
）
。　
一
応
、
こ
の
よ
う
に
、
類
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

記
載
内
容
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
の
木
簡
は
ほ
ぼ
完
形
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記

載
さ
れ
て
い
る
文
字
は

「
天
平
六
年
月
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
年
紀
の
記
載

も

「
…
…
年
月
Ｌ
と
何
月
か
明
記
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
木
簡
の
上
半
部
の

年
号
の
真
上
に
鉄
釘
と
思
わ
れ
る
も
の
が
打
ち
つ
け
て
あ
る
点
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

一
方
、

一
般
的
に
は
、
井
戸
の
性
格
か
ら
し
て
、
井
戸
使
用
時

の
投
棄
の
可
能
性
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
木
簡
は
ク
ギ
書
き
に
加
え
て
、

簡
略
な
年
紀
だ
け
と
い
う
点
で
、
通
常
の
役
所
間
な
ど
で
の
や
り
と
り
の
際
に

用
い
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
木
簡
は
年
紀
を
記
し
、

何
か
に
打
つ
け
て
お
い
た
木
札
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
井
戸
跡
か
ら
二
十
年
の
開
き
の
あ
る
木
簡
が

出
上
し
た
こ
と
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
号
木
簡
が
出
羽
国
の
調
庸
制
を
考
え
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
前

述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
問
題
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
な
ら
ば
、
出

羽
柵

（秋
田
城
）
の
性
格
論
に
ま
で
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
天
平
五

（〓
≡
０
年
、
出

羽
柵
は
秋
田
村
高
清
水
岡
に
遷
置
さ
れ
た
。
『
続
日
本
紀
』
天
平

九

（竺
一著
）

年
正
月
丙
申
条
に
は
、

先
レ
是
。
陸
奥
按
察
使
大
野
朝
臣
東
人
等
言
。
従
二
陸
奥
国
一達
二
出
羽
柵
一。

道
経
工
男
勝
一。
行
程
迂
遠
。
請
征
二
男
勝
村
一以
通
工直
路
一。

と
あ
り
、
陸
奥
国

（多
賀
柵
）
よ
り
、
出
羽
国
出
羽
柵
ま
で
の
連
絡
路
の
開
撃
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
、
養
老
工

（七
二
ご

年
出
羽
国
は
陸

奥
按
察
使
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
国
の
連
絡
を
密
に

す
る
た
め
に
は
両
国
府
間
の
連
絡
路
を
整
備
す
る
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
点

（そ
の
後
の
関
連
史
料
も
含
め
て
）
か
ら
は
、
移
転
後
の
出
羽
柵

（秋
田
村
高
清
水
岡
所
在
）
に
出
羽
国
府
と
し
て
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
（拙
稿
「出
羽
国
府
論
」
『宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
。
研
究
紀
要
Ⅳ
』
昭
和

五
十
一一年
）
。
し
か
し
、

一
方
で
は
、
出
羽
国
府
は
終
始
、
出
羽
郡
に
所
在
し
た

と
す
る
主
張
も
あ
る
（高
橋
富
雄
氏
「秋
田
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
「
日
本
歴
史
Ｌ
一八
一

号
、
昭
和
四
十
六
年
）。

と
こ
ろ
で
、
調
庸
の
付
札
は
原
則
と
し
て
貢
進
さ
れ
た
最
終
地
で
荷
ほ
ど
き

さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
延
喜
式
に
は

出
羽
国
の
調
庸
は
当
国
に
留
め
置
く
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
文
献

上
で
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
は
確
実
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る

の
で
あ



る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
本
木
簡
は
材
質

・
形
態

。
書
体
い
ず
れ
も
今
回
出
上
の

木
簡
の
中
で
は
最
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
調
の
付
札
と
し
て
は
完
全
な
姿
を
と
ど

め
て
お
り
、
決
し
て
書
き
損
じ
た
り
し
て
中
途
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
は
み
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
調
庸
の
木
簡
が
秋
田
城
跡
か
ら
出
上
し
た
こ
と
は
、

出
羽
柵

（秋
田
城
）
が
国
府
と
し
て
機
能
し
た

一
つ
の
証
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
秋
田
城
」
の
名
は

『
大
日
本
古
文
書
』
巻
二
五
所
収
の
天
平
宝
字

四

（七
一ハ
Ｏ
）
年
二
月
十
九
日
の
丸
部
足
人
解
状
に

「
阿
支
太
城
」
と
は
じ
め
て

見
え
る
。
ま
た

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三

（八
〇
四
）
年
十

一
月
癸
巳
条
に

「
秋
田
城
建
置
以
来
汁
餘
年
」
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
秋
田
城

の
建

置
は
七
六
〇
年
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
出
羽
柵
か
ら
秋
田
城
へ
の
変
化
の

実
態
解
明
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
秋
田
城
木
簡
は
点
数
こ
そ
少
な
い
が
、
そ
の
他
に
も

『
文

選
』
が
す
で
に
八
世
紀
半
ば
に
地
方
へ
確
実
に
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
習

書
木
簡
も
あ
り
、
内
容
に
は
貴
重
な
も
の
が
多
く
、
そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大

き
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

①
堂
の
前
遺
跡

堂
の
前
遺
跡
は
飽
海
郡
八
幡
町
法
蓮
寺
字
堂
の
前
に
あ
る
。
日
向
川

・
荒
瀬

川
の
合
流
点
に
近
く
、
荒
瀬
川
の
旧
氾
濫
原
上
に
位
置
し
て
お
り
、
標
高
十
五

ｍ
、
西

。
南
に
い
く
に
つ
れ
て
低
く
な
っ
て
い
る
。
付
近
に
は
、
城
輪
柵
跡
を

は
じ
め
と
し
て
、
八
森
遺
跡
、
上
ノ
田
遺
跡
な
ど
、
律
令
制
下
の
出
羽
国
を
考

え
る
上
で
貴
重
な
遺
跡
が
数
多
く
分
布
す
る
。

昭
和
四
十
九
年
以
来
の
調
査
で
、
基
壇
跡
の
ほ
か
平
安
時
代
の
建
物
群
と
そ

れ
を
囲
む
板
塀
等
が
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
十
三
年
八
月
か
ら
は

じ
ま
っ
た
第
六
次
調
査
で
、
旧
河
川
や
土
堤
な
ど
の
遺
構
と
そ
の
内
部
の
幅
三

ｍ
の
溝
跡
か
ら
木
製
品
な
ど
の
有
機
質
遺
物
を
多
数
検
出
し
た
。
時
期
は
出
土

し
た
土
器
か
ら
、
平
安
時
代
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

木
簡
は
三
点
で
、
い
ず
れ
も
上
端
を
山
形
に
削
り
、
下
端
も
鋭
角
的
に
尖
ら

せ
て
い
る
。
長
さ
は
最
大
で
現
存
長
五

一
硼
、
最
小
で
三
二
ｃｍ
で
あ
る
。
三
点

と
も
同

一
筆
跡
で
、
内
容
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
（註
）

「
山
口
縄
急
々
如
律
令
」

（註
）

山
形
県
教
育
委
員
会

「
堂
の
前
遺
跡
６

●
７
次
発
掘
調
査
説
粥
会
資
料
」
昭
和
五
十
三
年
十

一
月

元
興
寺
極
楽
坊
出
上
の
い
わ
ゆ
る
物
忌
札
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う

か
。以

上
の
各
遺
跡
の
木
間

に

つ
い

て
は
、

山
形
県
の
城
輸
柵
跡

・
堂
の
前
遺

跡

・
平
形
遺
跡
を
除
い
て
は

一
応
、
私
自
身
、
解
読
を
担
当
し
、
各
調
査
担
当

者
の
協
力
を
得
て
、
左
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
お
よ
び
論
考
等
で
す
で
に
発

表
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
ら
か
ら
抜
粋
し
、　
一
部
補
筆

・
訂
正
し
、
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

多
賀
城
跡

１
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『
多
賀
城
跡
　
昭
和
四
五
年
度
発
掘
調
査
概
報
』

昭
和
四
六
年

２
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『
多
賀
城
跡
　
昭
和
四
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
』

昭
和
四
九
年

３
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『
多
賀
城
跡
　
昭
和
四
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
』



東北地方出上の木簡について

昭
和
五
〇
年

４
平
川
　
南

「
多
賀
城
跡
出
上
の
木
簡
」
『
第

一
回
木
簡
研
究
集
会

記
録
』

昭
和
五

一
年
七
月

払
田
柵
跡

１
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『払
田
柵
跡
　
昭
和
五
〇
年
度
発
掘
調
査
概
要
』

昭
和
五

一
年

２
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『
払
田
柵
跡
　
第
九

・
十
次
発
掘
調
査
概
要
』
　

昭

和
五
二
年

３
平
川
　
南

「
払
田
柵
跡

・
胆
沢
城
跡
、
落
合
遺
跡
出
土
の
木
簡
」

『
第

一
回

木
簡
研
究
集
会
記
録
』
昭
和
五

一
年
七
月

４
平
川
　
南

「
払
田
柵
跡
出
上
の
新
木
簡
に
つ
い
て
」
「
日
本
歴
史
」

第
三
五

七
号
、
昭
和
五
三
年
二
月

５
平
川
　
南

「
東
北
地
方
出
上
の
木
簡
―
払
田
柵
跡

・
胆
沢
城
跡
―
」

『
第
二

回
木
簡
研
究
集
会
記
録
』
昭
和
五
四
年
二
月

胆
沢
城
跡

１
水
沢
市
教
育
委
員
会

『胆
沢
城
跡
　
昭
和
五
〇
年
度
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和

五

一
年

２
水
沢
市
教
育
委
員
会

『胆
沢
城
跡
　
昭
和
五

一
年
度
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和

五
二
年

３
平
川
　
南

「
払
田
柵
跡

・
胆
沢
城
跡

・
落
合
遺
跡
出
上
の
木
簡
」

『
第

一
回

木
簡
研
究
集
会
記
録
』
昭
和
五

一
年
七
月

落
合
遺
跡

１
平
川
　
南

「
払
田
柵
跡

・
胆
沢
城
跡

・
落
合
遺
跡
出
上
の
木
簡
」
『
第

一
回

木
簡
研
究
集
会
記
録
』
昭
和
五

一
年
七
月

秋
田
城
跡

１
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所

『
秋
田
城
跡
　
昭
和
五
三
年
度
秋
田
城
跡
発
掘

調
査
概
報
』
　

昭
和
五
十
四
年

２
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所

・
平
川
南

「
秋
田
城
跡
出
上
の
木
簡
」

「
考
苗

学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
第

一
六
〇
号
、
昭
和
五
四
年
四
月

二
、
全
体
的
検
討

０
木
簡
の
出
土
状
況

東
北
地
方
に
お
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
木
簡
の
出
土
地
は
遺
跡
の

性
格
の
明
ら
か
で
な
い
落
合
遺
跡

・
平
形
遺
跡

・
堂
の
前
遺
跡
を
除
く
と
、
す

べ
て
、
い
わ
ゆ
る
城
柵
遺
跡

（払
田
・
城
輸
柵
跡
も
含
め
て
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
傾
向
は
多
分
に
発
掘
調
査
の
実
情
を
現
わ
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
と
い

う
の
は
、
東
北
地
方
で
は
、
昭
和
四
十
四
年
以
降
の
多
賀
城
跡
の
継
続
的
発
掘

調
査
を
契
機
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
首
代
の
文
献
上
に
現
わ
れ
る
城
柵
の
擬
定
地

の
発
掘
調
査
が
各
地
で
継
続
し
て
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。　
一
方
、

郡
衛

・
寺
院
跡
に

つ
い
て
は
、
木
簡
が
調
査
者
に
注
目
さ
れ
る
以
前
の
調
査

と
、
近
年
、
福
島
県
を
中
心
と
し
て
よ
う
や
く
本
格
的
な
調
査
が
開
始
さ
れ
た

ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
北
地
方
の
木
簡
の
出
土
は
い
わ
ゆ
る
城
柵

遺
跡
に
集
中
す
る
傾
向
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。



と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
城
柵
遺
跡
の
調
査
も
、
現
状
で
は
多
賀
城
跡
な
ど

一

部
を
の
ぞ
く
と
、
遺
跡
の
範
囲
確
定
に
主
眼
が
お
か
れ
て
お
り
、
内
郭
部
分
と

外
部
線
に
限
ら
れ
、
古
代
に
最
も
実
務
的
に
機
能
し
た
、
い
い
か
え
れ
ば
木
簡

の
使
用
頻
度
の
高
い
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
外
郭
内
地
区
の
官
衛
群
に
は
、
ほ

と
ん
ど
着
手
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
木
簡
の
い
ま
だ
出
土
例

の
少
な
い
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
の
理
由
は
遺
跡
の
立
地
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
前
半
お

よ
び
後
半
に
造
営
さ
れ
た
多
賀
城
跡
を
は
じ
め
、
桃
生
城
跡

・
秋
田
城
跡
な
ど

は
丘
陵
上
に
主
要
遺
構
が
立
地
し
、
井
戸
の
よ
う
な
特
殊
な
条
件
が
な
い
か
ぎ

り
、
ほ
と
ん
ど
木
簡
が
遺
存
す
る
状
況
に
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
多
賀
城

跡
の
場
合
は
周
辺
の
低
湿
地
、
秋
田
城
跡
で
は
井
戸
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
も
条
件
に
恵
ま
れ
、
建
築
材
の
遺
存
状
況
の
き
わ
め
て
良
好
な
胆
沢

城
跡

・
払
田
柵
跡

・
城
輪
柵
跡
な
ど
は
、
今
後
に
大
き
な
可
能
性
を
残
し
な
が

ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
外
郭
内
の
官
衛
群
の
調
査
が
行
な
わ
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

②
木
簡
の
形
状

木
簡
の
材
質
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
正
式
な
鑑
定
を
し
て
い
な
い
の
で
、
明

確
な
点
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
東
北
地
方
出
土
の
木
簡
の
全
体
的
傾
向
と
し

て
、
材
質
に
若
千
の
ば
ら
つ
き
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
多
賀
城
跡
を
例

に
と
る
な
ら
ば
、
今
回
報
告
の
④
武
蔵
国
か
ら
の
米
の
付
札
は
昭
和
四
十
八
年

八
月
の
出
土
以
来
、
水
漬
け
状
態
で
保
存
し
て
き
た
が
、
他
の
木
簡
す
べ
て
が

何
ら
顕
著
な
変
化
を
示
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
付
札
の
墨
痕
は
ほ
と
ん
ど

失
わ
れ
、
出
土
直
後
の
写
真
で
判
読
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
が
潤
葉

樹
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
か
ど
う
か
、
木
簡
の
保
存
問
題
と
い
う
点
で
注
目

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

形
態
の
点
で
も
、
他
地
域
に
お
い
て
も

一
般
的
に
い
え
る
よ
う
に
、
特
殊
な

内
容
や
習
書
木
簡
な
ど
に
多
少
の
ば
ら
つ
き
が
見
え
る
。
多
賀
城
木
簡
⑦
は
丸

い
棒
状
を
呈
し
た
異
形
木
簡
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
内
容
的
に
も

呪
術
的
な
言
葉

「成
戌
戌
」
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
習
書
木
簡

の
う
ち

で

は
、
秋
田
城
木
簡
③
は
、
三

・
四
側
方
形
の
角
材
を
使
用
し
、
下
端
部
に
粗
い

切
り
込
み
を
入
れ
、
長
い
材
か
ら
切
り
離
し
た
痕
跡
も
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、

削
暦
の
少
な
い
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
木
簡
使
用
場
所
と
出
土
地
点
の
間
に
直

接
的
関
連
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
う
か
。

０
木
簡
の
内
容
と
そ
の
意
義

木
簡
の
内
容
は
す
で
に
各
遺
跡
ご
と
に
概
要
を
記
し
た
よ
う
に
、
史
料
の
少

な
い
東
北
地
方
に
と
っ
て

一
点

一
点
が
貴
重
な
史
料
と
な
る
こ
と
は
勿
論
、
律

令
地
方
官
衡
の
実
態
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
の
価
値
も
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

内
容
を

一
応
、
分
類
す
る
な
ら
ば
、
次
表
の
と
お
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

古
代
の
東
北
地
方
は
征
夷
ま
た
は
鎮
守
の
歴
史
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
軍
事

上
の
抗
争
に
重
き
が
置
か
れ
、
な
か
で
も
、
城
柵
は
そ
う
し
た
軍
事
上
の
抗
争

の
場
と
し
て
の
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
東
北
地
方
に
お
け
る
考
古
学
上
の
調
査
研
究
に
よ

っ
て
、
次
々
に
重
要
な
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
近
年
の
城

柵
官
衝
跡
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
の
開
始
に
よ
っ
て
、
従
来
の
城
柵
＝
砦
的
イ



内 容
遺跡名

文 書 帳 簿
伝 票 付 札 習  書

その他

(髪徳詈|
不  明 二

一
ロ

多 賀 城 跡 6 5 2 1

払 田 柵 跡 6

胆 沢 城 跡 1 ユ 1

落 合 遺 跡 l

城 輸 柵 跡 1 1

平 形 遣 跡 1 l

秋 田 城 跡 l 1

堂 の 前 遺 跡

計 5

東北地方出土の木簡について

メ
ー
ジ
は

一
新
さ
れ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

い
低
地
か
ら
、
丘
陵
に
位
置
す
る
も
の
で
さ
え
、

東北地方出上の本簡の内容分類

東
北
の
城
柵
は
比
高
○
に
近

五
〇
ｍ
以
下
で
あ
る
に
対
し

て
、
西
日
本
の
大
野
城

・
基
難
城

・
恰
土
城
跡
な
ど
は
四
〇
〇
ｍ
内
外
の
高
い

山
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
東
北
の
城
柵
は
内
郭

・
外
部
の
明
瞭
な

区
分
を
有
し
、
と
く
に
内
郭
部
は
か
な
り
規
則
的
な
建
物
配
置
を
と
も
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
外
部
内
地
域
に
は
、

一
定
の
宮
衛
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
も
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
文
献
上
か
ら
も
、
あ
ら
た
め
て
、
城
柵
を
含
め
て
古
代
東
北
史
を

律
令
国
家
の
支
配
過
程
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る

と
思

わ

れ

る
。
そ
の
意
味
か
ら
は
、
城
柵
は
あ
く
ま
で
も
律
令
行
政
遂
行
の
中
心
的
機
関

と
し
て
位
置
づ
け
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
城
柵
は
行

政
的
施
策
遂
行
の
中
心
的
施
設
で
あ
る
と
と
も
に
、
行
政
的
区
画
を
も
意
味
し
、

そ
の
地
に

一
郡
な
い
し
数
郡
の
令
制
郡
建
置
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
城
柵
の

造
営
は
多
く
の
民
が
そ
の
地
域
に
定
住
し
編
戸
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
意
義
を

生
ず
る
の
で
あ
り
、
結
局
、
律
令
的
収
奪
を
目
的
と
し
た
こ
と
を
如
実
に
示
し

て
い
る
。
こ
の
律
令
国
家
の
積
極
的
な
施
策
は
在
地
の
強
い
抵
抗
を
生
み
だ
し

た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
暇
夷
の
反
乱
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
と
、
東
北
地
方
に
お
け
る
木
簡
の

出
上
の
意
義
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
い
わ
ゆ
る
城
柵
遺
跡
の
木
簡

は
当
時
の
陸
奥

。
出
羽
両
国
に
対
す
る
律
令
政
府
の
具
体
的
行
政
遂
行
の
実
態

を
も
の
が
た
る
資
料
と
な
る
の
で
あ
る
。
東
北
地
方
に
関
し
て
は
、
従
来
の
文

献
資
料
は
征
夷
関
係
の
記
事
に
集
中
し
、
通
常
の
陸
奥

・
出
羽
両
国
の
動
き
は

比
較
的
不
鮮
明
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
例
え
ば
、
秋
田
城
の
調
の
付
札
は
延

喜
式
の
規
定
を
八
世
紀
半
ば
ま
で
さ
か
の
ば
ら
せ
る
重
要
な
資
料
と
な
る
も
の



で
あ
る
。
ま
た
従
来
、
そ
の
地
方
へ
の
普
及
の
資
料
を
欠
い
て
い
た
陰
陽
道
や

漢
籍
の
文
選
な
ど
は
、
多
賀
城
木
簡
の

「
急
々
律
令
」
や
、
秋
田
城
の
習
書
木

簡
の
出
土
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
平
城
宮
木
簡
や
大
宰

府
木
簡
は
と
も
か
く
、
通
常
の
令
制
国
と
異
な
り
、
東
北
地
方
出
上
の
木
簡
に

は
、
多
賀
城
木
簡
の

「
武
蔵
国
播
羅
郡
…
…
」
只
上
野
国
勢
多
郡
〉桂
草
郷
」
、
秋

田
城
木
簡
の

「
下
野
国
河
内
郡
…
…
」
な
ど
、
他
国

（坂
東
諸
国
）
か
ら
の
物
資

の
般
入

。
人
の
移
動
な
ど
を
示
す
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
と
し

て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
東
北
地
方
に
お
い
て
は
、
瓦
、
土
器
な
ど
の
遺
物
に
関
す
る
研
究
も

飛
躍
的
に
前
進
を
み
て
お
り
、
各
遺
跡
の
年
代
決
定
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
跡
の
調
査
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
さ
ら
に
細
か

な
年
代
決
定
と
な
る
に
は
い
ま
だ
資
料
不
足
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の

点
で
、
払
田
柵
の
「嘉
祥
二
年
」
、
秋
田
城
の
「天
平
六
年
」
ダ
天
平
）勝
宝
四
年
」

只
天
平
）勝
宝
五
年
」
な
ど
の
年
紀
あ
る
木
簡
は
伴
出
す
る
土
器

・
瓦
の
編
年
に

手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
は
確
か
で
、
ひ
い
て
は
、
今
後
の
東
北
地
方
の
調
査

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
今
後
の
課
題

多
賀
城
跡
か
ら
多
量
の
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
そ
れ
は
紙
が
漆
塗
の
作
業
に
再
利
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら

れ

る
。
す
な
わ
ち
、
漆
が
紙
に
偶
然
付
着
し
た
の
で
は
な
く
、
漆
塗
の
作
業
の
過

程
で
、
漆
の
変
化
を
防
ぐ
た
め
に
紙
を
利
用
し
た
た
め
、
漆
が
し
み
こ
ん
で
残

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
紙
は
偶
然
で
は
な
く
、
漆
塗
の
作
業
を
行

な
う
所
で
は
、
あ
る
程
度
、
必
然
的
に
残
存
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
際
に
用
い
ら
れ
る
紙
は
多
く
の
場
合
、
公
文
著
の
反
故
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の
紙
の
発
見
は
新
た
な
吉
代
文
書
の
出
現
を
意
味
す

る

の
で
あ

Ｚや
。中

央
に
お
い
て
は
、
正
倉
院
文
書
と
木
簡
と
の
対
比
か
ら
、
紙
と
木
簡
と
の

相
互
関
係
の
検
討
が
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
地
方
で

は
木
簡
の
出
土
例
も
あ
ま
り
多
く
な
い
う
え
、
地
方
か
ら
中
央
へ
差
し
出
さ
れ

た
文
書
類
は
正
倉
院
等
に
伝
存
し
て
い
る
も
の
の
、
地
方
官
衛
内
で
と
り
か
わ

さ
れ
た
紙
の
文
書
は
ほ
と
ん
ど
知
る
す
べ
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
多
賀
城

漆
紙
文
書
の
発
見
を
契
機
と
し
て
、
今
後
、
同
様
の
発
見
例
の
増
加
に
よ
り
、

紙
と
木
簡
と
の
比
較
検
討
を
進
め
る
な
ら
ば
、
地
方
に
お
け
る
木
簡
の
用
途
を

明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
他
に
も
、
木
簡
自
体

の
形
状

・
書
体

・
書
式
な
ど
の
検
討
も
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
研
究
課
題
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
東
北
地
方
の
木
簡
は
点
数
も
ま
だ
少
な
く
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

若
千
の
私
見
は
今
後
の
出
土
例
の
増
加
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。


